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松戸都市計画道路3・4・16号
葛飾橋矢切線事業
事業説明会

平成３０年７月２９日
千葉県
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本日の説明事項

１．葛飾橋矢切線の事業概要について

２．用地補償について

３．今後の事業スケジュールについて
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１.葛飾橋矢切線の事業概要について

（１）事業の目的
（２）事業認可の概要
（３）計画図
（４）事業認可に伴う法的効果
（５）事業の流れ
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（１）事業の目的①
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（H13～H27）

１工区
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（H3～H20）

矢切駅

東京外かく環状道路
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（１）事業の目的②
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今回の事業区間
Ｌ＝３１２．３ｍ
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現況 整備後

▲道路構造令第11条による歩道幅員
（歩行者が多い道路） ▲歩道整備済箇所（２工区）

通学児童の
安全性が向上

標準部

狭幅員の歩道を通行

【整備効果】歩行者の安全の確保

標準部
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右折待ちによ
る後続車の進
行阻害

右折レーンの設置により

・右折待ち車両による渋滞の緩和

・路線バスの定時性向上

整備前

整備後

【整備効果】交差点改良による交通の円滑化
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整備前 整備後
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事
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件
）

車両単独

人対車両

車両相互

（H16～H21） （H22～H27）

▲１工区における事故件数の比較

6.8件/年

2.3件/年

約７割減少

無理な右折による対向
車との事故

余裕のある右折により
右折時の事故が減少

直進阻害や渋滞によ
る追突事故

渋滞緩和による追突
事故の減少

整備前

整備後

整備が完了した１工区では、
整備後の事故件数が整備前に比べて約７割減少

【整備効果】交通事故の減少
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（２）事業認可の概要①

【事業認可日】
平成３０年２月２１日(告示日:平成３０年４月２日）

【施行者】
千葉県

【都市計画事業の種類及び名称】
松戸都市計画道路事業３・４・１６号葛飾橋矢切線

【事業認可期間】
平成３０年４月２日～平成３５年３月３１日
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（２）事業認可の概要②

【事業地】
起点 松戸市下矢切字向台７９－５番
終点 松戸市下矢切字栄町１４５－１番

【事業概要】
延長 ３１２．３ｍ
幅員１６ｍ
車線数 ２車線
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（３）計画図
【標準横断図】
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▲道路構造令第11条による歩道幅員
（歩行者が多い道路）
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（４）事業認可に伴う法的効果

【建築等の制限（都市計画法第６５条）】
事業地内で、事業の施行障害のおそれのある建築物の建築等を行う場合、
知事の許可が必要です。

【土地建物等の先買い（都市計画法第６７条）】
事業地内の土地建物を売り渡そうとする場合は、事前に東葛飾土木事務所長へ
届け出が必要です。

【都市計画事業のための土地等の収用又は使用（都市計画法第６９、７０条）】
事業認可の告示をもって土地収用法の各種規定が適用されます。
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（５）事業の流れ

【都市計画決定（当初）】
（当初）昭和３０年１２月２６日
（第１回変更）昭和４２年２月１４日
（第２回変更）昭和４８年８月３日
（第３回変更）昭和５７年１０月１９日
（第４回変更）平成８年１２月２０日

【事業認可の告示日】
平成３０年４月２日（関東地方整備局告示第１４８号）
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２.用地補償について

○お手元の資料を御覧ください。



15

３.今後の事業スケジュールについて

【用地測量】
事業に必要な土地の面積を算出するため、用地測量を
行います。県道に隣接する土地所有者及び隣接地所有者に
立ち会っていただき、境界を現地にて確認します。
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皆様の御理解と御協力を
よろしくお願いいたします。

お問い合わせ
千葉県東葛飾土木事務所 建設課 担当：木下・松渡・荒木
住 所：〒２７１－００７２ 千葉県松戸市竹ヶ花２４
ＴＥＬ：０４７－３６４－５１４３


